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純資産総額（右軸）
税引前分配⾦再投資基準価額（左軸）
基準価額（左軸）

（円）

（億円）

（年/⽉）

- 2018/8/27 2018/9/26 2018/10/26 設定来累計
第1〜74期 第75期 第76期 第77期 10⽉26⽇まで

分配⾦ 9,700円 100円 100円 70円 9,970円
（対前期末基準価額⽐率） (97.0%) (1.7%) (1.8%) (1.3%) (99.7%)

騰落率
（税引前分配⾦再投資ベース） 65.0% -1.3% -2.9% 57.5%-0.4%

（2012年5⽉31⽇（設定⽇）〜2018年10⽉26⽇）

2018年10⽉26⽇

 分配対象額は、経費控除後の利⼦、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
 分配⾦額は、委託会社が基準価額⽔準、市況動向等を勘案して決定します。

第77期決算および分配⾦のお⽀払いについて

平素は「インド債券ファンド（毎⽉分配型）」（以下、当ファンド）をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。さて、当ファンドは
第77期決算（2018年10⽉26⽇）において、分配⾦を引き下げることといたしましたので、分配⾦引下げの理由や今後
の⾒通しなどについて、Q&A形式でご報告いたします。

ファンドの
ビジュアル

など

インド債券ファンド（毎⽉分配型）

（注1）基準価額、税引前分配⾦再投資基準価額は、1万⼝当たり、信託報酬控除後です。
（注2）税引前分配⾦再投資基準価額は、分配⾦（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは異なります。

（注1） 「対前期末基準価額⽐率」は、各期の分配⾦（税引前）の前期末基準価額（分配⾦お⽀払い後）に対する⽐率で、当ファンドの収益率とは
異なります。第1〜74期と設定来累計の欄は、それぞれの分配⾦累計（税引前）の設定時10,000円に対する⽐率です。

（注2） 騰落率は税引前分配⾦再投資基準価額を基に算出したものであり、実際の投資家利回りとは異なります。また騰落率は設定来累計を除き、期
中騰落率を記載しています。

当ファンドにおいては、継続的な分配を⽬指しており、2017年10⽉26⽇以降、毎⽉100円の分配を継続してきました。
基準価額が下落傾向で推移したことや市況動向等を勘案した結果、今後も継続的な分配を⾏うことを⽬指し、当期の分
配⾦（1万⼝当たり、税引前）を前期の100円から70円に引き下げることといたしました。

（2018年10⽉26⽇現在）

税引前分配⾦
再投資基準価額
15,750円

基準価額
5,225円

※ 上記は過去の実績であり、将来の運⽤成果および分配を保証するものではありません。分配⾦額は委託会社が分配⽅針に基づき基準価額⽔準や市況
動向等を勘案して決定します。ただし委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。

※ ファンド購⼊時には、購⼊時⼿数料がかかる場合があります。また、換⾦時にも費⽤・税⾦などがかかる場合があります。詳しくは8ページをご覧ください。

純資産総額
約779億円
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【主な変動要因】

債券リターン 分配⾦
▲605

▲1,200

＜基準価額と分配⾦の推移＞
（2012年5⽉31⽇（設定⽇）〜2018年10⽉26⽇）

Ｑ1 なぜ分配⾦を引き下げたのですか。
Ａ1 ⾜元の基準価額が下落傾向で推移したことなどを勘案した結果、今後も継続

的な分配を⾏うことを⽬指し、分配⾦を引き下げることといたしました。

※ 上記は過去の実績であり、将来の運⽤成果および分配を保証するものではありません。分配⾦額は委託会社が分配⽅針に基づき基準価額⽔準や市
況動向等を勘案して決定します。ただし委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。

※ ファンド購⼊時には、購⼊時⼿数料がかかる場合があります。また、換⾦時にも費⽤・税⾦などがかかる場合があります。詳しくは8ページをご覧ください。

（注1） 基準価額、税引前分配⾦再投資基準価額は、1万⼝当たり、信託報酬控除後です。分配実績は1万⼝当たり、税引き前。
（注2） 税引前分配⾦再投資基準価額は、分配⾦（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは

異なります。
（注3） 上記変動要因は当該期間の基準価額の変動額を主な要因に分解したもので、概算値です。
（出所）Bloombergのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

Ｑ2 なぜ⾜元の基準価額が下落したのですか？

Ａ2 主に、分配⾦の⽀払いにより基準価額は下落しました。
 2017年9⽉末から2018年9⽉末までの基準価額の下落幅は1,874円（▲26.0％）となりました。また、同期間中
の税引前分配⾦再投資基準価額も1,819円（▲10.3％）下落しました。

 基準価額の変動要因分析の通り、基準価額下落の主要因は分配⾦のお⽀払いと、組み⼊れている債券からの投資リ
ターン（為替変動要因を含む）もマイナスであったことによるものです。

 2017年9⽉末から2018年9⽉末までのインドルピーは対円で▲9.3％、対⽶ドルでは▲11.0％下落しました。

税引前分配⾦再投資基準価額（左軸）

基準価額（左軸）

分配⾦（右軸）

100円 140円
100円

70円

 当ファンドは継続的な分配を⽬指して、第2期決算（2012年7⽉26⽇）より分配⾦のお⽀払いを開始し、分配を継
続してきました。

 2016年12⽉来基準価額は下落基調が続き、第65期決算（2017年10⽉26⽇）以降、毎⽉100円ずつに分配
を下げ、継続しましたが、基準価額の下落傾向が続きました。

 このような基準価額の推移や市況動向等を勘案した結果、継続的な分配を⾏うことを⽬指すために、分配⾦の⽔準を
100円から70円に引き下げることといたしました。

＜基準価額の変動要因分析＞
（2017年9⽉末〜2018年9⽉末）

【基準価額変化幅】

（ご参考）
税引前
分配⾦
再投資
基準価額 基準価額

▲1,819 ▲1,874

＊ その他の要因があるため
基準価額の変化幅に合
計値は合いません。



作成基準：2016年1⽉
3/9

0

2

4

6

8

10

12

08/8 10/8 12/8 14/8 16/8 18/8

（％）

（年/⽉）

インド政策⾦利
インド10年国債利回り

10

30

50

70

90

110

130

0

2

4

6

8

10

12

12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1

（％）

（年/⽉）

インフレ率（左軸）
原油価格（右軸）

1.62.1

3.8
4.85.2

6.16.7
7.6

0

3

6

9 （％）40

50

60

70

800.6

1.1

1.6

2.1

2.6

08/8 10/8 12/8 14/8 16/8 18/8

（円/ルピー）

（年/⽉）

対円（左軸）
対⽶ドル（右軸、逆⽬盛）

（ルピー/⽶ドル）

※上記は過去の実績および将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、当ファンドの将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保
証するものでもありません。

※上記の⾒通しおよび今後の運⽤⽅針は当資料作成時点のものであり、将来の投資成果および市場環境の変動等を⽰唆あるいは保証するものではあり
ません。今後、予告なく変更する場合があります。

（⽶ドル/バレル）

Ｑ3 投資環境と今後の運⽤⽅針について教えてください。

＜投資環境＞
 2017年7⽉までは、インフレ率の低下によりインド10年国債利回りも低下（債券価格は上昇）していましたが、原油
価格の上昇からインフレ率ならびに10年国債利回りは上昇に転じました。

 RBI（インド準備銀⾏）はインフレ懸念から政策⾦利を2018年6⽉に4年5ヵ⽉ぶりに0.25％、8⽉にも0.25％と連
続して引き上げ、6.5％としました。

 インドルピーは⽶国⾦利の上昇加速懸念、アルゼンチンやトルコの通貨急落ならびに⽶中貿易摩擦問題などによる先⾏
き不透明感の⾼まりから、下落傾向となりました。

 2018年第2四半期の実質GDP成⻑率（前年同期⽐）は＋8.2％と内需（⺠間消費、設備投資、インフラ投資）
が成⻑をけん引しており、今後も主要国の中で相対的に⾼い経済成⻑が続くと⾒込まれます。

Ａ3 原油価格やインフレ率の推移を注視し、引き続き安定的な⾦利収益の確保と
信託財産の成⻑を⽬指します。

＜インドのインフレ率と原油価格の推移＞ ＜政策⾦利と国債利回りの推移＞

（注1）データは2008年8⽉末〜2018年9⽉末。
（注2）インド政策⾦利はレポ⾦利を使⽤。
（出所）Bloombergのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

＜インドルピーの推移（対円、対⽶ドル）＞

（注1）データは2012年1⽉末〜2018年9⽉末。
（注2）インフレ率は消費者物価指数、原油価格はWTI先物。
（出所）Bloombergのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

（注）データは2008年8⽉31⽇〜2018年9⽉28⽇。
（出所）Bloombergのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

ルピー安

ルピー⾼

＜今後の運⽤⽅針＞
 今後の原油価格の推移、それに伴うインフレ率の推移を注視し、引き続き安定的な⾦利収益の確保と信託財産の成⻑
を⽬指した運⽤を⾏っていきます。

（注）データは2018年〜2022年平均。インドは2018年度〜
2022年度平均。IMFによる予想。

（出所）IMFのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

＜各国の実質GDP成⻑率予想＞

インド フィリピン 中国 インド
ネシア

マレーシア タイ ブラジル ロシア

※以下、コタック・マヒンドラ・アセット・マネジメント（シンガポール）から提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。
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